
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
我
が
国
の
農
林
水
産
業
は
過
去
に
例
の
な
い
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
。
一
日
も
早
い
復
興
の
た
め
全

力
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
、
口
蹄
疫
や
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
家
畜
伝
染
病
の
発
生
が
国
内
外
で

相
次
い
で
お
り
、
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
実
効
あ
る
家
畜
防
疫
体
制
を
早
急
に
整
備
す
る
た
め
、
次
の
事
項
の
実

現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

特
定
家
畜
伝
染
病
（
口
蹄
疫
、
Ｂ
Ｓ
Ｅ
、
豚
コ
レ
ラ
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
）
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
農
林

水
産
省
に
対
策
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
。
ま
た
、
都
道
府
県
に
も
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

二

都
道
府
県
が
管
理
す
る
種
雄
牛
等
に
つ
い
て
、
緊
急
時
に
備
え
た
分
散
飼
育
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

三

家
畜
伝
染
病
の
発
生
国
か
ら
の
入
国
者
と
畜
産
業
従
事
者
が
直
接
接
触
す
る
可
能
性
の
高
い
施
設
に
お
け
る
防
疫
措
置
の

重
要
性
に
鑑
み
、
宿
泊
施
設
、
観
光
施
設
等
に
お
い
て
、
消
毒
そ
の
他
の
必
要
な
防
疫
措
置
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。



四

家
畜
防
疫
官
の
増
員
を
は
じ
め
と
す
る
水
際
対
策
に
係
る
体
制
の
強
化
に
つ
い
て
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五

家
畜
の
所
有
者
が
迅
速
に
手
当
金
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六

都
道
府
県
に
よ
り
消
毒
薬
等
の
防
疫
の
た
め
に
必
要
な
物
品
の
備
蓄
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
財
政
的
支
援
等

を
行
う
こ
と
。

七

都
道
府
県
が
必
要
な
員
数
の
家
畜
防
疫
員
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
財
政
的
支
援
を
行
う
こ
と
。

八

家
畜
の
所
有
者
等
に
対
す
る
手
当
金
等
に
つ
い
て
、
口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
措
置
を
踏
ま
え
、

必
要
な
税
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

九

特
定
家
畜
伝
染
病
に
関
し
、
家
畜
市
場
の
自
主
的
な
開
催
の
停
止
等
に
よ
り
家
畜
の
所
有
者
に
生
じ
た
損
失
の
補
て
ん
に

つ
い
て
、
口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
措
置
を
踏
ま
え
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十

特
定
家
畜
伝
染
病
が
ま
ん
延
し
た
場
合
に
お
け
る
生
産
者
等
の
経
営
及
び
生
活
再
建
等
に
つ
い
て
、
口
蹄
疫
対
策
特
別
措

置
法
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
措
置
と
同
様
の
十
分
な
経
済
的
支
援
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
一

国
の
防
疫
対
応
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
動
物
衛
生
研
究
所
に
つ
い
て
は
、
国
の
機
関
と
し
て
位
置
付
け
、
ま

た
、
体
制
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。



十
二

国
家
防
疫
と
い
う
観
点
か
ら
産
業
動
物
に
関
す
る
獣
医
療
体
制
を
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、
獣
医
学
系
大
学
に
お

け
る
産
業
動
物
に
関
す
る
実
習
の
強
化
、
獣
医
師
免
許
取
得
後
の
産
業
動
物
に
関
す
る
研
修
の
強
化
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。
ま
た
、
獣
医
師
以
外
の
獣
医
療
に
従
事
す
る
者
の
資
格
（
動
物
看
護
師
な
ど
）
の
制
度
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

十
三

野
鳥
、
天
然
記
念
物
等
家
畜
以
外
の
動
物
が
特
定
家
畜
伝
染
病
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
家
畜
へ

の
感
染
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
迅
速
に
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
文
化
財
保
護
法
、
博
物
館
法
、
動
物
の
愛

護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
等
に
つ
い
て
、
早
期
に
検
討
を
行
い
必
要

な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


